
～みんなでつくる　自然と共生し　安心して暮らせるまち～

１．　策定の背景

　第５次総合計画に掲げる「豊かな自然と生活が調和する　大網白里【自然環境との共生】」
を実現するために、環境に関する施策を総合的かつ体系的に示し、市民・事業者・市が公平か
つ適切な役割のもとに連携し、協力するうえでの指針とします。

２．　計画の位置付け

３．　計画の範囲
　本計画の対象とする環境保全の範囲は、次のとおりとします。
　①生活環境　②自然環境　③地球環境　④環境コミュニティ

教育、情報発信、
参加など

４．　計画期間

年　度 ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８

環境基本計画

　環境の保全についての基本理念を定めた、「大網白里町環境基本条例（平成１４年３月制
定）」に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成18年
10月に第１次大網白里町環境基本計画を策定しました。
　第１次環境基本計画から10年が経過し、社会情勢や生活の変化に対応するため、第２次大
網白里市環境基本計画を策定します。
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地球温暖化、エネルギー　など
地球環境

環境コミュニティ

中間見直し中間見直し

計 画 策 定 の 考 え 方

第２次大網白里市環境基本計画第２次大網白里市環境基本計画

大気、水質、
廃棄物など

生活環境

森林、里山、
海岸など

自然環境



１．　環境像
　本計画では、総合計画の基本目標の一つである「豊かな自然と生活が調和する　大網白里
【自然環境との共生】」を実現するための指針とすることから、総合計画の将来像や基本目標
を踏まえ、市民・事業者・市が協力し合い環境保全を推進するイメージとして、本計画で本市が
目指す環境像を定めます。

　環境像を実現するために、４つの環境分野ごとに、目標（まちづくりの基本目標）を定め
ます。

２．　目標（まちづくりの基本目標）

　環境像の実現や５つの目標に向けた基本方針をそれぞれに定めます。
３．　環境像実現のための基本方針

環境像 目標（まちづくりの基本目標） 環境像実現のための基本方針
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生活環境

◆ 資源を大切にするまちづくり
◆ 安心して暮らせるまちづくり

資源を有効に活用する循環型社会を
目指します

誰もが安心して暮らせる環境の保全に
取り組みます

自然環境

◆ 自然を守り、ふれあえるまちづくり 豊かな自然を守り、自然にふれあえる
環境をつくります

地球環境

◆ 環境に負担をかけないまちづくり 地球環境に配慮し、地球温暖化等の
環境対策に取り組みます

環境コミュニティ

◆ 一人ひとりが実行するまちづくり 環境を学び、発信し、人の環を広げます

計 画 の 構 成



◆ 誰もが安心して暮らせる環境の保全に取り組みます
◆ 快適に暮らせる生活環境の整備
１  下水道・浄化槽対策の推進
 下水道整備の推進、合併処理浄化槽への転換促進、適正管理の周知　など

２  河川等・排水対策の推進
 計画に基づいた河川・排水路整備、協議会への参加、ため池の維持管理、廃食用油の回収　など

３  公害の防止、不法投棄対策の推進
 不法投棄の監視、生活型公害防止のためのモラル向上、地盤沈下対策　など

４  空き家対策の推進
 空き家の把握・適正管理・有効活用　など

基本方針２

取 組

◆ 豊かな自然を守り、自然にふれあえる環境をつくります
◆ 緑の空間づくりの推進
１  自然環境の保全と管理
 里山などの保全、環境保全型工法の導入検討、多様性生物保全　など

２  自然とのふれあいの場づくり
 自然環境と調和した施設整備、地域と連携した公園の機能保全・維持管理　など

３  緑化・環境美化活動の推進
 ボランティア活動の推進、植栽活動への補助、海岸の自然環境保全　など

基本方針３

取 組

◆ 地球環境に配慮し、地球温暖化等の環境対策に取り組みます
◆ 低炭素の社会づくりの推進
１  地球温暖化防止の推進
 地球温暖化防止の推進、温室効果ガス削減の啓発　など

２  新エネルギーの利用
 公共施設や民間事業活動への再生可能エネルギーなどの活用の検討、住宅用太陽光発電の助成　など

基本方針４

取 組

◆ 環境を学び、発信し、人の環を広げます
◆ 協力体制と環境意識向上の推進
１  環境学習・教育の充実
 小中学校の環境学習、活動団体やＮＰＯなどとの連携　など

２  環境関連情報の集約・発信
 環境に関する情報収集・整理、情報発信　など

３  団体とのつながり、育成
 各種団体への支援、活動の周知、市民参加の促進　など

基本方針５

取 組

◆ 資源を有効に活用する循環型社会を目指します
◆ 循環型の社会づくりの推進
１  ごみ収集・処理体制の充実
 ごみの出し方マニュアル作成、ごみの分別や排出マナーの向上　など

２  ごみ減量化と資源リサイクルの推進
 生ごみ堆肥化装置への助成、簡易包装・マイバックの奨励、資源ごみ回収活動への支援　など

基本方針１

取 組

環境像実現のための基本方針と取組



１．　計画の推進
　本計画を総合的に推進するため、関係機関等と連携を図っていきます。
（１）市の推進体制
　市の様々な部門に関係する環境基本計画の推進のため、庁内関係各課の長で組織する
環境政策調整会議や下部組織の環境政策調整会議検討部会で進行管理を行っていきます。
（２）大網白里市環境審議会
　この計画の策定及び変更に係る審議を行い、この計画に基づき実施される取組などに関
する実施状況について報告を受けます。
（３）市民や事業者との連携
　市民・事業者・市が相互理解の下に連携・協力して環境保全活動を行う効果的な取組を推
進します。
（４）国・県・他の自治体との連携
　複数の市町村が関わる広域的な問題などについては、関係市町村や国、県などと連携し
た取組を進めるほか、必要に応じて国や県への要請を行い、広域的な視点からの取組を推進
します。

　この計画を推進し、目指すべき環境像の実現を図るため、毎年定期的に環境関連する取組
の実行状況を集約し、取組の効果の把握・評価を行い、継続的に改善を図ります。
　ＰＤＣＡサイクル、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）の考え方に基
づき、取組内容が継続的に向上していくよう見直しに努めていきます。

２．　進行管理

・計画の策定
Ｐｌａｎ（計画）

ＰＤＣＡの循環
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推 進 の し く み

Ｄｏ（実行）
・取組の実施

・進歩状況のチェック
Ｃｈｅｃｋ（評価）

・取組の見直し
Ａｃｔｉｏｎ（改善）


